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第５章 計画の推進体制 

 

１ 推進体制 

（１）庁内関係各課との連携強化 

庁内関係各課において、情報提供や意見交換を積極的に行うためのワーキンググループを

形成し、男女共同参画社会の実現にむけて連携を強化します。 

 

（２）市町・県・事業所・団体との連携強化 

県、市町間で情報交換や意見交換を行います。また、町内民間団体等との連携を強化し、

主体的な取組を支援します。 

 

（３）計画の適正な進捗および執行管理 

現状や施策の推進状況をわかりやすく示し、計画の着実な推進を図るため、必要に応じて

意識調査の実施、管理体制の見直しを行います。 

 

（４）進捗・執行管理に基づいた計画の見直し 

進捗・執行管理のために意識調査を行った場合、現状と今後の見通しを鑑みた計画の見直

しを検討します。 

 

（５）推進状況の情報公開 

本計画の推進状況に関して定期的にインターネットにおいて情報公開を行います。 
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 ２ 目標指標  

計画の実現に向けて、次の目標指標を掲げます。なお、達成度を図るために、各目標年度の前

年に調査を実施します。 

 

○基本目標Ⅰ 誰もが尊重される意識づくり 

 

○基本目標Ⅱ 誰もが参画できる環境づくり 
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○基本目標Ⅲ 誰もが安心して暮らせる社会づくり 

 

○推進体制の充実（行政の取組） 

 


